
は じ め に 
 
 我が国においては、Society5.0 時代の到来が予想され、急激な社会的変化が進む中、学校教育にお

いては、子どもたちに、持続可能な社会の創り手として、予測不可能な未来社会を自立的に生き、

社会の形成に参画するための資質・能力を一層確実に育成することが求められています。 

 このような中、中学校では令和３年度から、新学習指導要領の全面実施を迎え、各学校では、「社

会に開かれた教育課程」の理念の下、子ども一人一人に未来社会を切り拓くための資質・能力を確

実に育むことができるよう、全教職員の協働によるカリキュラム・マネジメントの確立と「主体

的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を進め、教育活動の質の向上に取り組むことが大

切です。 

 こうしたことから、本手引では、各学校が新学習指導要領の趣旨を踏まえた教育課程の編成・実

施、とりわけ、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善などについて、令和２年度

の重点として具体的に取り組むことを示しました。 

 各学校では、校長のリーダーシップの下、全教職員が本手引に示された内容や取組について共通

理解を深め、各学校の特色を生かした質の高い教育活動を推進するようお願い申し上げます。 

                                    令和２年３月 

                 北海道教育庁学校教育局義務教育課長 中 澤 美 明 
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